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令和４年４月 佐賀市長定例記者会見（※記者会見の内容を一部要約しています） 

日時：令和４年４月２７日（水） 1５時００分～１５時３０分 

場所：佐賀市役所 ２階 庁議室 

出席：坂井市長 

 

【司会】 

市長定例記者会見を行います。本日は、発表項目に関する説明の後、トピックスに関する説明を行

います。この記者会見は佐賀市のホームページでライブ配信を行っておりますので、マイクを使ってご発

言ください。それでは市長お願いいたします。 

 

【市長】 

皆さんこんにちは。本日はお集まりいただきありがとうございます。 

4 月の定例記者会見を始めさせていただきます。 

まず本日の発表項目でございます。 

まずはウクライナの避難民の支援、そして二つ目に水害対策、三つ目に待機児童等、保育園や幼稚

園の先生への支援、四つ目に出産された方の産後ケア、五つ目ワクチン接種、また、トピックスとして 2 項

目御紹介いたします。一つ目が、バルーンミュージアムのゴールデンウィークイベント、二つ目が、中小

企業者や商店街のイベント支援についてであります。 

それぞれ順次説明いたします。 

 

まずウクライナから避難された方への支援についてでございます。 

4 月 15 日に、戦火が拡大しておりますウクライナから、2 名の方が佐賀市に避難して来られました。 

19 日にはお 2 人に住民票や国民健康保険証を交付したところでございます。 

また本日、2 組目の避難者の方 2 名が佐賀に来られるという予定と聞いております。 

避難された方が安心して、少しでも快適に過ごしていただきたいという思いから、こちらにございますよ

うに、市営バス運賃、上下水道料金や市営施設などを無料で利用できるようにいたします。 

また、1 昨日、25 日、月曜日に１階市民ホールに避難された方のための、県の募金箱も設置いたしまし

た。今後避難される方に対して、佐賀市は全力でサポートをしていきたいと思っております。 

 

次に、水害対策でございます。 

佐賀市の浸水被害を少しでも軽減したいという思いから実施してきた二つの水害対策の取組をここで

御紹介いたします。 

一つ目は、流すことで、水害被害を減らそうというものでございます。 

流す対策として、新村愛敬雨水幹線の流下能力を強化いたしました。 

佐賀駅周辺の浸水軽減対策の一つとして取り組んでおりました、戸上電機南西側の水路、狭窄部の

解消工事が 4 月末に完成しまして、計画していた 4 か所全ての狭窄部の改修が完了します。 

これにより流下断面積が約 5 倍、流下能力は最大約 14 倍へと強化され、特に佐賀駅周辺の浸水被害

の軽減につながるものと期待しております。 
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二つ目は、溜めることで、水害被害を減らそうというものであります。 

髙木瀬の清掃センター北側に整備を行ってきました、尼寺第 2 雨水調整池が完了いたしました。 

施設の面積は約 4 ヘクタール、貯留容量が約 3 万 3,000 トンで、25 メートルプールでいうと 60 杯分以

上の容量となります。 

この調整池で、大雨時に雨水をためることで、調整池周辺の浸水被害の軽減につながるものと期待し

ております。 

今後も雨水幹線や調整池の整備等を進めていきまして、さらなる浸水被害の軽減を図っていきたいと

考えております。 

 

続きまして待機児童についてでございます。 

11 年ぶりに保育園、認定こども園等の年度当初の待機児童ゼロが達成出来ました。 

しかし、園を指定した待機はまだ解消していなかったり、また年度途中での入所希望者による待機が

発生する可能性もあるなど課題も残っております。 

保育士不足の解消のために、私が市長就任直後に予算化いたしました就職支援金は、令和 3 年度末

で 61 名の方、また、4 年度に 7 名追加になりまして、計 68 名の方が、現時点で利用になっております。 

また、今年度からは、ひとり暮らしの新規就職者に対しまして、家賃補助も開始いたしまして、一定の効

果があったものと考えております。 

このほか医療的ケアが必要な子どもの支援のために、必要に応じて、保育園などに看護師を派遣する

こととしております。 

さらなる子育て環境の充実に取り組んでいきたいと思っております。 

 

次に産後ケアについてです。 

出産には心にも体にも大きな負担がかかります。 

出産されたお母さん方の負担を少しでも解消したいという思いから、アウトリーチ型の産後ケア訪問、こ

れまでやってきた産後ケア訪問に加えまして、宿泊型のショートステイ、産後ケア事業を始めました。 

ショートステイ産後ケア事業は、産婦人科に、ママと赤ちゃんが一緒に宿泊して、ケアを受けることで、

心と体の改善を図るものであります。 

産後は女性にとっても精神的にも身体的にも負担が多いときで、産後鬱になる可能性も出てまいりま

す。 

出産に対してだけでなく、出産後も佐賀市でサポートしたいと考えておりますので、1 人で悩まずに市

へ御相談いただければ幸いでございます。 

 

続きまして、コロナワクチン接種関連であります。 

佐賀市では、新型コロナウイルス感染拡大が続いておりますが、特に若い世代の方の割合が高くなっ

ております。 

一方で、ワクチンの 3 回目接種については、若い世代の方の接種率が伸びておりません。 

3 回目接種によって、オミクロン株に対する感染予防効果や発症予防効果が回復するということが報告

されております。 
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佐賀市は佐賀市医師会の御協力を得まして、個別接種、集団接種の体制を整えておりますので、家

庭内感染から御家族を守るために、ワクチン接種をぜひお願いいたします。 

 

また、ここからは、2 点トピックスを御紹介いたします。 

一つ目は、佐賀バルーンミュージアムで、開催するこちらでございます。 

佐賀バルーンミュージアムで開催するゴールデンウィークイベントであります。 

まず佐賀バルーンミュージアムで新しく製作した、バルーンカードを使いまして、子どもから大人まで幅

広く楽しめる対戦型カードゲームイベントを開催いたします。 

対戦に勝利しました参加者には、じゃんけんのカードゲームイベントで、1 回でも勝つと、なんらかバル

ーングッズをもらえるということで、こういったプレゼントも用意しております。 

このほか、丸ぼうろの製作実演やシュガーロードのパネル展示やクイズ企画を予定しております。 

佐賀のお菓子のプレゼントもありますので、ぜひゴールデンウィークはバルーンミュージアムにお越し

いただければ幸いです。 

 

最後に、地域のにぎわいを増やすということで支援事業の紹介であります。 

中小企業者や商店街が計画されたイベント開催を支援するものでありまして、申し込み期限が 5 月 13

日となっております。 

支援の概要としましては、新しい生活様式に対応したイベントなどを開催する際に、市が支援を行うも

のです。 

新型コロナの影響を受けておられる地域商業の持続的なにぎわいの創出と地域経済の早期活性化を

目指しております。 

多様なアイデアを取り入れた地域のにぎわいづくりのための取り組みをお待ちしております。 

私からは以上でございます。 

 

【司会】 

説明が終わりましたので、これから質問をお受けいたします。 

まず、発表項目及びトピックスについての質問。そのあとに、市政一般についての質問をお受けしたい

と思います。この後の進行は幹事社さんにお願いいたします。 

 

【記者】 

まず、発表項目についての質問から入りたいと思います。 

ウクライナ避難民の支援についてなんですけども、支援するに当たって、充てるお金が足りないという

ふうに聞いてますけど、今回、市営バスとかは大丈夫なのかわからないんですけど、お金が発生するは

ずの水道料金とかも無料になりますけど、その辺りは、どこのお金を充てるのか教えてください。 

 

【市長】 

佐賀市では、これまでもですね、東日本大震災や熊本地震の際などに避難してこられた方に、同様の

支援を行ってきたということがありますので、そういったものを参考とさせていただきました。 
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今回、ウクライナから佐賀市に避難される方に安心して生活してほしいとの思いで、庁内全体で支援

についての検討を行ったところでございます。 

その上でですね、佐賀県ともしっかり連携をしていきたいということで、今回、県の募金箱を設置してお

りまして、そういったものも活用して、難民への様々な形でのサポート、これに充てていきたいというふうに

思っているところでございます。 

市営バスとか、上下水道料金とか、市有施設使用料などは、特定の財源が必要というものではないん

ですけども、先ほど申し上げたように、これまでの様々な、震災のときの非難民の方への支援とか、そうい

うのを参考にしながら、何ができるかということを、庁内全体で検討したということでございます。 

 

【記者】 

今日来られた、佐賀空港に到着された方の中に 10 代の方がいらっしゃると。就学を希望された場合、

10 代の子ですから就学を希望する可能性はもちろんある。その場合の対応とか、考えていらっしゃること

があれば教えてください。 

 

【市長】 

今回の避難者に、13 歳の子どもが含まれているというふうにお聞きをしております。 

年齢的には、日本でいう中学生の年齢になるかなと思います。 

本人や御家族の意向を聞いた上で、中学校に入るなど、就学について対応してまいりたいというふう

に考えております。 

子どもが、学校生活に困らないようにすることが重要かというふうに思っております。 

また、言葉の問題で孤立しないように、日本語教育を指導する教員の方や県の国際交流協会さん、Ｎ

ＰＯ団体さんとの協力も得ながら対応していきたいというふうに考えております。 

 

【記者】 

先ほどのウクライナ避難民支援の関係ですが、例えば市営バスだとか水道料金、財源は特に要らない

と。 

過去の同様の取組を参考に考えたとおっしゃってましたが、市民の中にもいろいろ困ってる方はたくさん

いらっしゃって、みんながみんな、そういう方々が例えば水道料金が無料になったりするわけではないと

思うんですけども、このウクライナ避難民の方の無料化っていうのは、どういうルールというかスキームにの

っとってやっているものなのか教えてください。 

 

【市長】 

支援を行う理由ということかと思います。 

東日本大震災とか、熊本地震のときもそうだったんですけども、避難してこられた方というのは、震災そ

のもので、非常に不安な生活を送っておられたり、困っておられるという状況があるかと思います。 

そうした方々に寄り添うことが大事だなということで、そのときも、支援を行ってきた、ということがござい

ます。 

今回もきっかけは、佐賀市にもウクライナの方が住んでいるというところから、何ができるの
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かということを、庁内でまず受け入れ体制を整備をするといったところから、佐賀県や民間団体

との連携、そしてその中で避難民の方が佐賀に来たいということで、だったら何ができるのかと

いうことを、庁内で横断的に検討してきたというところでございます。 

戦火がいまだに日々厳しさを増しているという中で、母国の状況を案じて、大変不安になって

おられるというふうに聞いております。 

そうした避難者の方々の精神的なサポートも含めて、何ができるのかということで今回支援の

方策を検討したということでございます。 

 

【記者】 

特に、例えば何かの条例に基づいてとか、もともと何かルールがあってそれにのっとってとい

うことではなくて、今回のための措置ということになるんですかね。 

 

【市長】 

補足はありますか。 

 

【総務部長】 

総務部長の坂井と申します。 

先ほど市長申しましたように、東日本大震災であるとか熊本地震のような大きな災害時には、

日常生活が瞬時に無くなったような方々に対して、先ほど申しましたように公の施設の入場使用

料とか、市営バスの無料化なんかをやってきたわけでございます。そういう時は各ルールの中で、

減免の対象にするというふうな条項があります。今回もそういうふうな大きな、インパクトある

ような被害に遭われてますので、同様の取り扱いをするということでございます。 

 

【記者】 

別件で、佐賀駅周辺の浸水対策の関係ですが、ちょっと読み方があれですけど、雨水幹線です

かね。狭窄部の解消がなされて、流下能力が大幅に向上するということですが、例えば、2019 年

であるとか昨年 2021 年の大雨の際に駅の周辺、広く浸水冠水していましたが、今回の能力の向上

によって、その時と同規模の雨であっても、そこら辺は水に浸からないとか、予想される効果が

イメージ出来たらなと思うんですが、どのように想定されてますでしょうか。 

 

【市長】 

はい、ありがとうございます。 

まずこの流下能力が最大 14 倍強化されるということで、その流下能力が向上することによっ

て、佐賀駅周辺の浸水被害の軽減につながるというふうに期待をしているところでございます。 

それから、浸水の時間ですね。この水が、流下能力が上がることによって、浸水時間の短縮に

つながっていくのかなというふうに考えております。 

以上でございます。 
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【記者】 

わかりました。ありがとうございます。 

 

【記者】 

数点確認させていただきたいんですけれども、ウクライナ避難民支援の対象となるサービスっ

ていうのは、東日本大震災とか熊本の地震のときに提供されたサービスと変わらないということ

でよろしいでしょうか。 

 

【市長】 

はい。そのときの対応を参考に、各部局において今回、改めて検討してもらったというところ

でございます。補足よろしいでしょうか。 

 

【総務部長】 

これに加えましてですね、東日本大震災のときは、例えば、非常に精神的なダメージを受けら

れたということもございましたもんですから、巡回でいろいろご事情をお伺いするというふうな

ことをやってまいりましたけれども、今回の場合はまだご本人さんと直接お話を、まだ、これケ

ースバイケースでやっていかないと思いますんで、今後はこれからまた対応策については順次検

討していこうというふうなことを考えてございます。 

 

【記者】 

メンタルケアについても今後考えていくっていうようなところで大丈夫ですか。 

 

【総務部長】 

東日本大震災と熊本地震のときそういうふうなことをやりましたもんですから、そういうこと

も視野に入れてるということでございます。 

 

【記者】 

ありがとうございます。 

あと、すいません。子育て環境の充実のところで、先ほど市長が一定の効果があったと考えて

いるっておっしゃってたんですが、その効果っていうのは、何に対する効果といいますか、 

新しく新規就職者の方が前年度より増えたとか、具体的なプラスになった効果がもしあればお

伺いしたいです。 

 

【市長】 

はい。ありがとうございます。 

保育士さんが佐賀市以外に就職されるということで、市外、県外に就職されるということが保

育士さんの不足の問題につながっているということで、そこの課題感というのをどうやったらこ

う解消できるのかということで、少しでも佐賀市を選んでいただけるインセンティブを設けると
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いうことで、今回対策を立てたということでございます。 

就職支援金については、68 名の方がご利用になったということで、これがなかったらどうだっ

たのかっていうところは、はっきりわからないんですけども、ただこれが非常に教育・保育施設

の皆さんとかから聞いても、これがあってよかったというふうな声が多かったというふうにお聞

きをしております。 

また、家賃補助についても、単身で生活をされるということで、それ自体結構ハードルがある

と思うので、そこを解消できるように設けたというものでございます。 

以上でございます。 

 

【記者】 

ほかございますか。ご質問ございましたらお願いいたします。 

 

【記者】 

質問なんですが、子育て支援、産後の安心をっていうところなんですけれども、質問が 2つあ

りまして、こちらのショートステイ事業は 4月から始まったという認識で間違いないでしょうか。

もし始まった日があれば教えてください。 

あと、こちらは産後鬱になってる方のちょっとこう、お子さんと離れる機会だとか、やっぱほ

かの方と一緒にお子さんを見るような機会を目的にして、こういった事業を行われているのかな

と思うんですけれども、なかなか産後忙しいタイミングだとか、もし、うつ状態に既になってら

っしゃる方とかはなかなか情報を取りにくることも難しいのかなと思いまして、そういう周知っ

ていうのを担当課さんとかどういうふうにやっていこうとされてるのか。何か施策があれば。 

 

【市長】 

はい。ありがとうございます。 

まず、出産後に様々な悩みだったり、心身の負担だったり、精神的な不安があったりというこ

とがあるかと思います。今、佐賀市では出産をされた全てのご家庭に年間 1,600 件以上、助産師

会や市の保健師さんたちが連携をして、全家庭を訪問しておりまして、心配事がないかというの

を確認をしております。 

うちにも来ていただいて、うちの妻もいろんなサポートを受けたというふうにも聞いておりま

す。 

また、そういった、アウトリーチ型の産後ケア訪問というのも引き続き大事だなと思っており

ますが、今年度から宿泊型のショートステイということで、産後ケア事業を始めました。 

そういった、産後うつのテストとかですね、それは 2週間健診時に産後うつのテストを今行っ

ているところなんですけども、そういったテストだったり妊娠中の状況などから緊急性とか必要

性とか、判断をして宿泊を勧めたりということもやっているというところでございます。 

補足があれば｡ 

 

【保健福祉部長】 
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まず事業をいつから始めたかということで、このショートステイの実施要綱というのをつくり

まして、4月 1日から施行するというような形でやっております。 

それから周知につきましては、現在ホームページのほうにも載せておりますし、それから、市

報のほうにも 5月には載せたいと思っております。 

それから、窓口に出産する前に母子手帳とか、そういったいろんな本人さんと会う機会があり

ますんで、チラシをつくって、その中で説明をするというようなことできちんとお知らせすると

いうような形にはしております。 

以上です。 

 

【記者】 

ありがとうございます。 

 

【記者】 

ありがとうございました。ほかに質問ありますか。 

すいません、私から。先ほどの質問に関連してなんですが、ショートステイは 4月 1日から執

行しているということで、もう利用されている方がいらっしゃるのかということと、恐らく佐賀

市内の産婦人科に宿泊すると思うんですけど、協力する産婦人科がどれくらいあるのか。2 点教

えてください。 

 

【保健福祉部長】 

はい。まず利用されてる方、1組、今現在のところございます。 

それから診られてる病院が、内野産婦人科というところに事業を委託しておりますので、そち

らのほうでケアをされているところです。 

以上です。 

 

【記者】 

ありがとうございます。 

お母さんが利用している産婦人科がそのまま担当するということになるんですかね、これから

も。 

 

【保健福祉部長】 

はい。これはそこの内野産婦人科を利用されてる方だけじゃなくて、佐賀市全体でこの利用を

したいという方がおられた場合に、内野産婦人科にうちのほうが委託をしておりますので、そち

らを利用するということになります。 

病院名は内野産婦人科です。 

 

【記者】 

わかりました。ありがとうございます。 
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今回の発表項目についてほかに質問がある方はいらっしゃいますか。もう 1点あります。 

 

【記者】 

難民の支援のことなんですが、先ほど 13 歳の子どもが佐賀市に来る、難民として来られるわけ

ですけれども、意向を聞いてから対応したいというお話だったんですが、もし佐賀市の中学校に

入りたいと言われた場合、課題とかってあるんですか。すんなりいけるものなのかっていうこと

をちょっと聞いてみたい。そう言われたら、そういう希望があったら、例えば、もう既に中学校

をピックアップしてたりとか対応を備えていることが既にあってたりするのかなっていうのを

ちょっと聞いてみたいです。 

あと、学校に行かれるとなると授業料だとか、教材費だとか、現金がかかると思うんですが、

その補助とかに関しても、お考えがあれば教えてください。 

 

【市長】 

はい、ありがとうございます。 

まず本人やご家族の意向を確認した上で、中学校などの就学について対応したいと思っている

ところでございます。学校生活に困らないように、様々な形で寄り添った対応をしていくという

ことが重要かなと思っておりますが、先ほど申し上げた、言葉の問題とか、そういったところも

非常に重要かと思っております。 

しっかりと連携をしながら対応したいと考えております。 

少し補足があれば。 

 

【教育部長】 

はい。まずはご本人様や保護者の方のご意見、ご意向を聞いてから、いろんな対応を考えるこ

とになるかと思いますが、普通に子どもさんが学校に就学するに当たって、住民票等がございま

したら就学援助の制度ですとかも使えますし、また日本語指導の教員を担当していただくとか、

そういういろんな対応の方法がございますので、先ほど市長が申しましたように、子どもが学校

生活を送る上で支障がないよう、いろいろな工夫をしていきたいというふうに思っております。 

以上です。 

 

【記者】 

ありがとうございました。ほかに、今までのところでご質問ございますか。 

では、発表項目以外について市政一般についてのご質問があれば、挙手をお願いします。 

はい、ありがとうございます。ないようです。これで終わりたいと思います。 

 

【司会】 

ありがとうございます。 

それでは以上をもちまして、市長定例記者会見を終わります。 

本日は、ありがとうございました。 


